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文化コーナー

書道

川又　　凛さん

     　（小 3）

中居　詢子さん

     　（小 4）

柏木　克紀さん

     　（小 6）

工藤なつみさん

     　（中 1）

府川　純子さん

     　（中１）

三廻部大希さん

     　（小 6）

諸星　奏絵さん

     　（小 5）

竹折　るりさん

     　（小 3）

　下　　大さん

     　（小３）

八木　真彦さん

     　（小 5）

石井　　萌さん

     　（中 3）

宮川　利巳さん

     　（中２）

3．車の使用者に放置違反金

※車両にドライバーがいない場合、放置駐車とな
ります。

※民間の「駐車監視員」による放置駐車の確認と「放
置車両確認標章」の取り付けが行われます。なお、確認
標章が取り付けられた場合、反則金は従来と変わりません。

※取締りを受けた車のドライバーが出頭しない場
合や反則金を納付しない場合、その車の使用者に
「放置違反金」の納付が命ぜられます。

※車の使用者が「放置違反金」を納付しない場合、
その車の車検が拒否されます。


